
第１１号様式（第２１条関係）
□□　　年度奈良県産業廃棄物排出抑制等事業に係る収益状況報告書
                                                       　□□　　年　　月　　日
奈良県知事　　　　　　　　様
                                    申請者　　住　所  〒
                                       氏名又は名称及び代表者職氏名
                                       担当者職氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 担当者連絡先　住所
                                                 ＴＥＬ
                                                 ＦＡＸ
                                                 Ｅ-mail
  □□　　年　月　日付け奈良県指令第　　号で奈良県産業廃棄物排出抑制等事業費補助金の交付決定通知のあった奈良県産業廃棄物排出抑制等事業に係る収益について、奈良県産業廃棄物排出抑制等事業費補助金交付要綱第２１条の規定により、下記のとおり報告します。
記
	eq \o\ad(研究開発テーマ,　　　　　　　　)
	

	eq \o\ad(補助金確定額,　　　　　　　　)
	

	eq \o\ad(補助事業に係る,　　　　　　　　)
eq \o\ad(本年度収益額,　　　　　　　　)
	

	eq \o\ad(控除額,　　　　　　　　)
	

	本年度までの補助
事業に係る支出額
	

	eq \o\ad(基準納付額,　　　　　　　　)
	

	昨年度までの補助
事業に係る県への
eq \o\ad(累積納付額,　　　　　　　　)
	

	eq \o\ad(本年度納付額,　　　　　　　　)
	

	備　　　　　　考
	


（記載注意）
１．「補助事業に係る本年度収益額」とは、補助事業の実施結果の実用化、工業所有権の　譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施の他への供与による総収入額から　総収入を得るのに要した額を差し引いた合計額をいう。
２．「控除額」とは、補助事業に係る経費のうち、補助事業者が自己負担によって支出した額の５分の１をいう。
３．「本年度までの補助事業に係る支出額」とは、本年度までに補助事業に係る費用とし　て支出されたすべての経費をいう（補助金及び自己負担金）。
４．「基準納付額」とは、「補助事業に係る本年度収益額」から「控除額」を差し引いた　額に、「補助金決定額 」を乗じ、「本年度までの補助事業に係る支出額」で除した額をいう。
５．「前年度までの補助事業に係る県への累積納付額」とは。前年度までの収益に伴う納　付金及び財産処分に伴う納付金の合計額をいう。
６．「本年度納付額」とは、基準納付額と累積納付額の合計額が補助金確定額を超える場　合には、補助金確定額から累積納付額を差し引いた残額が本年度納付額となる。
７．その他補助事業に係る収益額等の算定に必要な資料を添付すること。
備考
  用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とする。
□□　　年度実用化・製品化状況の実態把握調査票
	企業名
	


　　
　□□　　　年度（　　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）における補助事業の成果の状況及び追加試験の実施状況についてお答えください。
１．該当する項目に○印を付けてください。
	 ①　該当補助事業の成果に基づく試作品又は製品の販売
　　又は譲渡の有無について
	  あ　り・な　し

	 ②　当該補助事業に基づき取得した特許権、実用新案権
　　もしくは意匠権の譲渡又は実施権の設定の有無について
	  あ　り・な　し

	 ③　前２項にあげるもののほか、当該補助事業の成果の他への
　供与の有無について
	  あ　り・な　し


２．１の①～②について「あり」の場合は次に記載してください。
	試作品又は製品の名称（工業所有権の譲渡又は
実施権の設定及び成果の他への供与を含む）
	 販売数量等
	販売又は譲渡の金額
　　　　（円）

	
	
	


　なお、「販売又は譲渡の金額」の算出根拠資料として、試作品又は製品の原価計算書
（参考：次表）、生産及び販売実績書、特許権の譲渡契約書の写し等を添付してください。
（参考）原価計算書
	               項　　　　　　目
	      金　　　額

	 Ａ　原材料費
	

	 Ｂ　外注加工費
	

	
	 １．外注加工費
	

	
	 ２．社外委託費（完成品納入）
	

	 Ｃ　労務費
	

	 Ｄ  工場経費
	

	
	 １．電力費　
	

	
	 ２．燃料費
	

	
	 ３．修繕費
	

	
	 ４．消耗品費
	

	
	 ５．保険費
	

	
	 ６．減価償却費
	

	
	 ７．福利厚生費
	

	
	 ８．その他経費
	

	 Ｅ　当期総製造費用（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
	

	 Ｆ　期首仕掛品棚卸高
	

	 Ｇ　期末仕掛品棚卸高
	

	 Ｈ　当期製造品製造原価（Ｅ＋Ｆ－Ｇ）
	

	 Ｉ  一般管理費及び販売費
	

	 Ｊ　総原価（Ｈ＋Ｉ）
	

	 Ｋ　総製造数量
	

	 Ｌ　１個当たりの原価（Ｊ÷Ｋ）
	


	企業名
	


３　追加試験研究の実施状況の有無について該当する項目に○印を付けてください。
                        あ　　り              な　　し
①補助事業に係る製品開発の所要経費について記載してください。
	年　　　度
	総　事　業　費
	自　己　負　担
	補　助　金

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	  　合　　　計
	
	
	


②実用化・製品化の見通しについて記載してください。
	追加試験
研究の
実施状況
	内　　容
	

	
	成　　果
	

	
	補助事業
との関連
	

	実用化・製品化の見通し
	


（記載注意事項）
（１）試作品又は製品は、原則として補助事業の成果である試作完成品と同等のものをいうが、当該試作品又は製品の形状、品質、性能、意匠の一部の変更は、当該成果に基づくものとする。
（２）実用化・製品化の状況に関する事実確認のため、別紙資料の提出を求めることがありますので、帳票類の作成、整備を十分に行ってください。

